
平成 22 年 3 月 15 日 

 
ＩＣカードの有効期限の廃止について 

 
 
親和銀行（頭取 鬼木 和夫）では、偽造・盗難によるキャッシュカード犯罪対策の一環としてＩＣ

カードを取扱っております。 
これまでＩＣカードには５年の有効期限を設定させていただいておりましたが、平成２２年３月２３

日（火）にお申込いただいたＩＣカードから、有効期限を廃止することにいたしましたので、お知らせ

いたします。 
既にお持ちのＩＣカード（平成２２年３月１９日（金）以前にお申込いただいたＩＣカード）につき

ましては、ＩＣカード券面上の有効期限到来時に、有効期限を廃止したＩＣカードを無料にて発行させ

ていただきます。 
 
 
実施日 平成２２年３月２３日（火） 

対象の 
ＩＣカード 

・ＩＣキャッシュカード 
・生体認証ＩＣキャッシュカード 
・ＩＣローンカード 
≪ご注意≫ 
アレコレカード、アレコレカードの代理人カードとして発行した生体認証ＩＣキャッ

シュカードは対象外です。 

実施内容 
実施日以降に対象のＩＣカードについて、新規、再発行、切替をお申込いただいた場

合、有効期限を廃止したＩＣカードを発行します。 

ＩＣカード券面 ＩＣカードの券面上に有効期限は、表示いたしません。 
ＩＣローンカード 別途、カードローン契約に基づく、契約上の取引期限があります。 

ご注意事項 
アレコレカード等 

アレコレカードの有効期限は、クレジットカードと同一となりま

す。（カード券面上にクレジットカードの有効期限を表示します。） 

実施日以前 
にお申込 
いただいた 
ＩＣカード 

ＩＣカード券面上の有効期限到来時に、有効期限を廃止したＩＣカードに更新いたし

ます。なお更新手数料は無料です。 

規定の改定 
本件実施に伴い、「ＩＣキャッシュカード特約」「生体認証ＩＣキャッシュカード特約」 
「ＩＣローンカード特約」を改定いたします。 

 
本件に関するお問い合せ先 

親和銀行 事務統括部 担当：安藤、加藤  ℡：０９５６－２３－３６９８ 

 


